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議案第３号 川崎市職員定数条例の一部を改正する条例の制

定について 

 

 

職員配置の見直しに伴い、職員定数の調整を行うため改正するもの 

 

 

１ 改正内容（教育に関する事務の部分） 

（単位（人）） 

部 局 現行定数 増減員 改正定数 

教育委員会の

所管に属する

職員 

事務部局及び教育機関

（学校を除く。）の職員 
480 10 490 

学校の職員 7,675 59 7,734 

 

２ 施行期日 

  令和８年４月１日から施行 

 


